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【誤訳訂正書】
【提出日】平成23年2月17日(2011.2.17)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　使用済み核燃料の再処理方法であって、以下の連続するステップ
　　ａ）該燃料を硝酸で溶解させることにより得られた硝酸水溶液内に存在する核分裂生
成物からウラン、プルトニウムおよび他のアクチニドを分離するステップであって、この
分離は、少なくとも１種の抽出剤を有機稀釈剤中に含む水非混和性溶媒相を用いることに
より、ウラン（ＶＩ）、プルトニウム（ＩＶ）および他のアクチニド（ＩＶ）もしくは（
ＶＩ）を該硝酸水溶液から同時抽出し、次いで、該溶媒相を硝酸水溶液で洗浄することを
含み、
　　ｂ）該ウランおよび該プルトニウムを２つの区別できる流に分配するステップであっ
て、この分配は、プルトニウム（ＩＶ）をその酸化状態（ＩＩＩ）に還元するのに適して
いる還元剤を含有する硝酸水溶液を用いることにより、プルトニウム（ＩＩＩ）を該溶媒
相から逆抽出することを含み、
　　ｃ）硝酸水溶液を用いることにより、ウラン（ＶＩ）を該溶媒相から逆抽出するステ
ップ、
　　ｄ）ステップｃ）から生じた硝酸水溶液をウラン（ＶＩ）について濃縮するステップ
を含み、
　ステップｄ）において得られたウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、ステ
ップａ）から生じた溶媒相中に酸化状態（ＩＶ）で存在するアクチニドをステップｂ）で
更に逆抽出するのに用いるか、またはステップｂ）から生じた溶媒相中に酸化状態（ＩＶ
）で存在するアクチニドをステップｂ）とｃ）との間で逆抽出するのに用いることを特徴
とする方法。
【請求項２】
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を用いることにより逆抽出された前
記アクチニド（ＩＶ）が、ネプツニウム（ＩＶ）、トリウム（ＩＶ）および／またはプル
トニウム（ＩＶ）であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ステップｂ）が、区別できる抽出機内において実施される以下の２つのサブステップ
　ｉ）大部分のプルトニウム（ＩＩＩ）を、ステップａ）から生じた溶媒相から逆抽出す
ることからなる第１サブステップ、ならびに
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　ｉｉ）ステップａ）から生じた溶媒相からのプルトニウム（ＩＩＩ）の逆抽出を完全に
することからなる第２サブステップ
を含み、
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、サブステップｉｉ）で前記アク
チニド（ＩＶ）を逆抽出するのに用いることを特徴とする請求項１または２に記載の方法
。
【請求項４】
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、サブステップｉｉ）が実施され
る抽出機内に導入し、その抽出機内で、硝酸、プルトニウム（ＩＶ）をプルトニウム（Ｉ
ＩＩ）に還元するのに適している還元剤および抗亜硝酸剤が加えられることを特徴とする
請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、この逆抽出に特別に必要な抽出
機において前記アクチニド（ＩＶ）を逆抽出するのに用いることを特徴とする請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項６】
　ステップｂ）が、区別できる抽出機内において実施される以下の２つのサブステップ
　ｉ）大部分のプルトニウム（ＩＩＩ）を、ステップａ）から生じた溶媒相から逆抽出す
ることからなる第１サブステップ、ならびに
　ｉｉ）ステップａ）から生じた溶媒相からのプルトニウム（ＩＩＩ）の逆抽出を完全に
することからなる第２サブステップ
を含み、
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、サブステップｉｉ）が実施され
る抽出機から溶媒相が供給される抽出機内に導入し、その抽出機内で、硝酸が加えられる
ことを特徴とする請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記アクチニド（ＩＶ）は、前記溶媒相および前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水
溶液の一部を混合し、次いで、この混合物を溶媒相と逆抽出されたアクチニド（ＩＶ）を
含有する硝酸水相とに分離することにより、前記溶媒相から逆抽出されることを特徴とす
る請求項１～６のいずれか１項に記載の方法。
【請求項８】
　逆抽出されたアクチニド（ＩＶ）を含有する前記硝酸水相を、ウラン（ＶＩ）の抽出剤
を有機稀釈剤中に含む追加の水非混和性溶媒相で１回もしくは複数回洗浄することからな
るステップを更に含むことを特徴とする請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記追加の水非混和性溶媒相の抽出剤および有機稀釈剤が、ステップａ）において用い
られる前記溶媒相の抽出剤および有機稀釈剤と同一であることを特徴とする請求項８に記
載の方法。
【請求項１０】
　ステップａ）で用いられる前記溶媒相が、燐酸トリノルマルブチルを、抽出剤として含
むことを特徴とする請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　ステップａ）で用いられる前記溶媒相が、水素化テトラプロピレンを、有機稀釈剤とし
て含むことを特徴とする請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１２】
　プルトニウム（ＩＶ）をプルトニウム（ＩＩＩ）に還元するのに適している前記還元剤
が、硝酸ウランであることを特徴とする請求項１～１１のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１３】
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部に、１種もしくは複数種のアクチニ
ド（ＩＶ）錯体化剤が更に加えられることを特徴とする請求項４または６に記載の方法。
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【請求項１４】
　前記ウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を用いることにより逆抽出される前
記アクチニド（ＩＶ）が、ネプツニウムであることを特徴とする請求項１～１３のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項１５】
　酸化ウラン、ウランプルトニウム混合酸化物、もしくはウラントリウム混合酸化物主体
の使用済み核燃料を再処理するための請求項１～１４のいずれか１項に記載の方法の使用
。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】０００８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【０００８】
　ウランおよびプルトニウムを、これらを含有し、使用済み燃料を硝酸に溶解させていっ
て得られた（溶解液体）水溶液から同時抽出していくことからなる操作を持って始まり、
第１のものは酸化状態（ＶＩ）にあり第２のものは酸化状態（ＩＶ）にある。この同時抽
出は、抽出剤からなる水非混和溶媒の仲介により実施され、特に、燐酸トリ－ｎ－ブチル
（以後、ＴＢＰ）が、有機稀釈剤、つまり、水素化テトラプロピレン（以後、ＴＰＨ）中
において、３０体積％である。
【誤訳訂正３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００１８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００１８】
　特に、Ｊ．Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．，１９７０，３２巻，２４５～２５３においてＧｅ
ｒｍａｉｎらにより報告されたように、および、図２において例示されたように、これは
、硝酸水相と、ＴＰＨ中に３０体積％のＴＢＰから構成された溶媒相との間でのネプツニ
ウム（ＩＶ）の分布係数の変動を、該溶媒相におけるウラン（ＶＩ）含量の関数として、
０．５Ｍ～３．５Ｍの範囲である硝酸モル濃度に関して表し、ネプツニウム（ＩＶ）の分
布係数は、この水相の酸性度と共に上昇し、該溶媒相のウラン（ＶＩ）含量と共に下降す
る。
【誤訳訂正４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２６】
　この目的および他の目的が、使用済み核燃料を再処理していく方法により達成され、こ
れは、以下の連続するステップ
　ａ）該燃料を硝酸で溶解させることにより得られた硝酸水溶液内に存在する核分裂生成
物からウラン、プルトニウムおよび他のアクチニドを分離するステップであって、この分
離は、少なくとも１種の抽出剤を有機稀釈剤中に含む水非混和性溶媒相を用いることによ
り、ウラン（ＶＩ）、プルトニウム（ＩＶ）および他のアクチニド（ＩＶ）もしくは（Ｖ
Ｉ）を該硝酸水溶液から同時抽出し、次いで、該溶媒相を硝酸水溶液で洗浄することを含
み、
　ｂ）該ウランおよび該プルトニウムを２つの区別できる流に分配するステップであって
、この分配は、プルトニウム（ＩＶ）を酸化状態（ＩＩＩ）に還元することができる還元
剤を含有する硝酸水溶液を用いることにより、プルトニウム（ＩＩＩ）を該溶媒相から逆
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抽出することを含み、
　ｃ）硝酸水溶液を用いることにより、ウラン（ＶＩ）を該溶媒相から逆抽出するステッ
プ、
　ｄ）ステップｃ）から生じた硝酸水溶液をウラン（ＶＩ）について濃縮するステップ
を含み、
　ステップｄ）において得られたウラン（ＶＩ）が濃縮された硝酸水溶液の一部を、ステ
ップａ）から生じた溶媒相中に酸化状態（ＩＶ）で存在するアクチニドをステップｂ）で
更に逆抽出するのに用いるか、またはステップｂ）から生じた溶媒相中に酸化状態（ＩＶ
）で存在するアクチニドをステップｂ）とｃ）との間で逆抽出するのに用いることを特徴
としている。
【誤訳訂正５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００２７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００２７】
　それゆえ、本発明による方法は、本質的に、ウラン逆抽出下流に位置している濃縮操作
から得られる幾らかのウラン（ＶＩ）濃縮水流を使用することにおいて、使用済み核燃料
を再処理していく現代の工場において用いられているようなＰＵＲＥＸ法の第１精製サイ
クルとは異なり、溶媒相をこの逆抽出の上流でウラン（ＶＩ）に富ませ、こうして、飽和
に近づき、こうして、この溶媒相において酸化状態（ＩＶ）において存在するアクチニド
の分布係数を低くし、充分、水相中へのそれらの侵入を促進させる。
【誤訳訂正６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３０】
　上で指し示したように、第１に、水相からのアクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数種）
の逆抽出が、本発明による方法のステップｂ）の間に実施されてよく、つまり、ウラン／
プルトニウム分配の間であり、この場合、このアクチニドもしくはこれらのアクチニドが
、プルトニウム（ＩＩＩ）と同時に逆抽出され、こうして、プルトニウム流と合流する。
【誤訳訂正７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３１
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３１】
　この場合、ウラン／プルトニウム分配は、別々の抽出機中において実施される２つのサ
ブステップを含んでおり、つまり、
　ｉ）”プルトニウム逆抽出”と言われ、溶媒相から大部分のプルトニウム（ＩＩＩ）を
逆抽出していくことからなる第１サブステップ、ならびに
　ｉｉ）”プルトニウム蓄積”と言われ、該溶媒相からのプルトニウム（ＩＩＩ）の逆抽
出を完結させていくことからなる第２サブステップ
であり、ウラン（ＶＩ）濃縮水溶液の一部が、好ましくは、”プルトニウム蓄積”サブス
テップの間に、アクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数種）を逆抽出するのに使用される。
【誤訳訂正８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３２
【訂正方法】変更
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【訂正の内容】
【００３２】
　こうするには、それを、”プルトニウム蓄積”サブステップが行われる抽出機中に導入
し、その抽出機内で、硝酸、プルトニウム（ＩＶ）をプルトニウム（ＩＩＩ）に還元して
いくことができる還元剤および抗亜硝酸剤が加えられる。
【誤訳訂正９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３４】
　第２に、溶媒相からのアクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数種）の逆抽出が、本発明に
よる方法のステップｂ）とｃ）との間に実施されてよく、つまり、ウラン／プルトニウム
分配とウラン逆抽出との間であり、この場合、このアクチニドもしくはこれらのアクチニ
ドが、プルトニウムから独立に逆抽出され、プルトニウム流およびウラン流の両方から分
離した第３流を形成する。
【誤訳訂正１０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３５】
　この場合、ウラン（ＶＩ）濃縮水溶液の一部が、この逆抽出に特に割り当てられた抽出
機中におけるアクチニド（ＩＶ）を逆抽出するのに使用される。
【誤訳訂正１１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３６
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３６】
　ここで再び、ウラン／プルトニウム分配は、別々の抽出機中において実施される２サブ
ステップを含んでおり、つまり、
　ｉ）”プルトニウム逆抽出”と言われる、大部分のプルトニウム（ＩＩＩ）を、溶媒相
から逆抽出することからなる第１サブステップ、ならびに
　ｉｉ）”プルトニウム蓄積”と言われる、該溶媒相からのプルトニウム（ＩＩＩ）の逆
抽出を完結させることからなる第２サブステップ
であり、ウラン（ＶＩ）濃縮水溶液の一部が、好ましくは、”プルトニウム蓄積”サブス
テップが行われる抽出機から溶媒相が供給される抽出機中に導入され、その抽出機内で、
硝酸が加えられる。
【誤訳訂正１２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３７】
　アクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数種）の逆抽出が実施されている抽出機が何であれ
、この抽出機中において存在する溶媒相と、この中に導入されているウラン（ＶＩ）濃縮
溶液の一部とを、該溶媒相を飽和に近づくまでウラン（ＶＩ）に富ませることを可能とす
る条件下に混合していくことにより得られ、引き続き、アクチニド（ＩＶ、１種もしくは
複数種）がこの水相に入ることを可能とし、次いで、この混合物を、溶媒相と、逆抽出さ
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れたアクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数種）を含有している水相とに分離させていくこ
とによる。
【誤訳訂正１３】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００３８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００３８】
　本発明による方法は、好ましくは、逆抽出されたアクチニド（ＩＶ、１種もしくは複数
種）および任意に逆抽出されたプルトニウム（ＩＩＩ）を含有している水相を、もしこれ
らのアクチニドがウラン／プルトニウム分配の間に逆抽出されれば、有機稀釈剤中におい
てウラン（ＶＩ）抽出剤を少なくとも１種含んでいる水非混和溶媒相を用いての１回以上
の洗浄に付すことからなるステップを更に含み、これらのアクチニドをこれらの逆抽出の
間に伴ってきているウラン（ＶＩ）を回収していくことに鑑みている。
【誤訳訂正１４】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４３】
　本発明により、ウラン（ＶＩ）濃縮水溶液の一部に、アクチニド（ＩＶ）を錯体化する
１種以上の剤が更に加えられるが、これらの剤は、強力である必要も、高濃度で存在して
いる必要もなく、これらの破壊が容易に、本発明による方法の最適化パラメーターへと統
合されることがある。
【誤訳訂正１５】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４７】
　特に、ウランを、液体－液体抽出による単一サイクルの精製において、使用済み核燃料
中において存在する他のアクチニドから分離するのを、非常に効率的に可能にし、これら
の燃料が１０年間以上冷やされた場合、使用済み核燃料を再処理していくための現代の工
場において用いられているように、本方法の第１精製サイクルを基本的に修飾することな
く、ＰＵＲＥＸ法において存在している”第２ウランサイクル”を省く。アクチニド（Ｉ
Ｖ）の逆抽出がこの分配の間に実施される場合、本発明による方法が、ある特定の既存の
工場において、比較的小さい変更のコストにおいて用いられ得ることも、記されるべきで
ある。
【誤訳訂正１６】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５２
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５２】
　この例において、図１において例示されたようなＰＵＲＥＸ法の第１の精製サイクルの
ように、本発明による方法は、以下の操作を含む。
　・それぞれ酸化状態（ＶＩ）、（ＩＶ）、および（ＶＩ）の、ウラン、プルトニウム、
およびネプツニウムの、溶解液からの、ＴＰＨ中に３０％（ｖ／ｖ）のＴＢＰからなる溶
媒を使用しての同時抽出、次いで、ウラン、プルトニウム、およびネプツニウムの脱混入
を、核分裂生成物に関して完結させるための、この同時抽出から得られる溶媒相の、硝酸
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水溶液を用いての洗浄（”抽出洗浄”）、
　・ウラン／プルトニウム分配であって、以下
　　酸化状態（ＩＩＩ）のプルトニウムの、ウラン、プルトニウム、およびネプツニウム
を有する該溶媒相からの、硝酸ウラン（Ｕ（ＩＶ））および硝酸ヒドラジンを抗亜硝酸剤
として含有している硝酸水溶液を使用しての逆抽出（”プルトニウム逆抽出”）、および
　　該プルトニウム逆抽出から得られる溶媒相の、硝酸ウランおよび硝酸ヒドラジンをも
含有している硝酸水溶液を用いての洗浄（”プルトニウム蓄積”）
を含む、
　・プルトニウム（ＩＩＩ）を有し、該ウラン／プルトニウム分配から来ている水相の、
ＴＰＨ中に３０％（ｖ／ｖ）のＴＢＰからなる新鮮溶媒を使用しての洗浄（”ウラン洗浄
”）、
　・ウラン（ＶＩ）の、該ウラン／プルトニウム分配から来ている溶媒相からの、硝酸水
溶液を使用しての逆抽出（”ウラン逆抽出”）ならびに
　・ウラン（ＶＩ）を有し、該ウラン逆抽出から来ている水相の濃縮（”ウラン濃縮”）
【誤訳訂正１７】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５３
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５３】
　図１において例示されたＰＵＲＥＸ法の第１の精製サイクルにおけるように、酸化状態
（ＶＩ）において当初抽出されたネプツニウムは、ウラン／プルトニウム分配の間に、硝
酸ウランにより酸化状態（ＩＶ）に低下させられる。
【誤訳訂正１８】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００５５
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００５５】
　それゆえ、”プルトニウム蓄積”に使用された硝酸水溶液は、このウラン（ＶＩ）濃縮
還流からなり、硝酸（好ましくは殆ど２に等しいか、もしくは、更に良くは多くとも１に
等しいモル濃度で）、ならびに、硝酸ウラン、硝酸ヒドラジン、および任意に蟻酸のよう
なネプツニウム（ＩＶ）イオン封鎖剤が加えられる。
【誤訳訂正１９】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６７
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６７】
　このシミュレーションの始めの値は、以下の通りであった。
　溶媒相流は、抽出機”プルトニウム蓄積”から出ていく。
　　負荷：１７４６Ｌ／時間
　　Ｕ（ＶＩ）：７５．５ｇ／Ｌ
　　ＨＮＯ3：０．０１７モル／Ｌ
　　Ｎｐ（ＩＶ）：３８ｍｇ／Ｌ
　水相流（図４上で”ＨＮＯ３”と命名）は、抽出機”ネプツニウム逆抽出”中に入って
いく。
　　負荷：７０Ｌ／時間
　　Ｕ（ＶＩ）：０ｇ／Ｌ
　　ＨＮＯ3：０．１モル／Ｌ
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　　Ｎｐ（ＩＶ）：０ｍｇ／Ｌ
　水相流は、抽出機”ウラン濃縮”からやって来て、抽出機”ネプツニウム逆抽出”中に
入っていく。
　　負荷：２００Ｌ／時間
　　Ｕ（ＶＩ）：４００ｇ／Ｌ
　　ＨＮＯ3：０．５モル／Ｌ
　　Ｎｐ（ＩＶ）：＜１ｍｇ／Ｌ
　溶媒相流（図４上で”溶媒”と命名）は、抽出機”ネプツニウム逆抽出”に取り付けら
れている抽出機”ウラン洗浄”中に入っていく。
　　負荷：２５４Ｌ／時間
　　３０％ＴＢＰ
　　ＨＮＯ3：０モル／Ｌ
【誤訳訂正２０】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００６８
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００６８】
　これらの結果に関して、２段階での分配手段を選ぶに当たって（該溶媒相流の観点にお
いて）、以下の溶媒相および水相の組成が得られた。
　抽出機”ネプツニウム逆抽出”から出てきている溶媒相：
　　負荷：２０２６Ｌ／時間
　　Ｕ（ＶＩ）：１０５ｇ／Ｌ
　　ＨＮＯ3：３．５×１０－３モル／Ｌ
　　Ｎｐ（ＩＶ）：０．１８ｍｇ／Ｌ
　抽出機”ネプツニウム逆抽出”に取り付けられている抽出機”ウラン洗浄”から出てき
ている水相：
　　負荷：２４７Ｌ／時間
　　Ｕ（ＶＩ）：５ｍｇ／Ｌ
　　ＨＮＯ3：０．５モル／Ｌ
　　Ｎｐ（ＩＶ）：２６７ｍｇ／Ｌ
【誤訳訂正２１】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００７０
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００７０】
【図１】図１は、使用済み核燃料再処理に、現代の工場において用いられているようなＰ
ＵＲＥＸ法の、第１の精製サイクルのブロックダイヤグラムを表す。
【図２】図２は、ＴＰＨ中に３０体積％のＴＢＰから構成された硝酸水相と溶媒相との間
での、ネプツニウム（ＩＶ）の分布係数の変動を、溶媒相のウラン含量（［Ｕ］、ｇ／Ｌ
単位）の関数として、該水相における硝酸の異なるモル濃度に関して、表す。
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